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平成31会計年度における協議会等開催計画
(中央協議会等）
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口

1 長官，所長会同 6月19日

20日

2日 当面の司法行政上の諸問題 高裁長官、地裁・家裁所長 総務局 84人

ｏ
』 長官事務打合せ 1 1月21

日 22R

2R 司法行政上の諸問題 高裁長官 総務局 8人

3 長官事務打合せ 3月12H

(予備日 ： 3

月11R

3R)

《
■
ず
●

1

1日 司法行政上の諸問題 高裁長官 総務局 8人

4 高裁事務局長事務打合せ ． 10月4日．

3月5日

(2回）

1日 司法行政上の諸問題 高裁事務局長 総務局 8人

5 高裁総務課長等事務打合せ 11月14日 1日 総務事務全般の連絡協継 高裁総務課長及び文書企画官 総務局 16人

6 高裁首席書記官事務打合せ 1 1月7日 1日 書記官事務全般の連絡協雛 高裁の民事首席書記官及び刑事首席番記官 総務局 16人

7 人事関係等事務打合せ（商裁事務局次

長）
5月 2R 人事行政等畢湧全般の連絡協雛 高裁事務局次長 人駆局 8人

8 人事事務打合せ（商裁人那課長） 10月 2日 人事行政事務全般の連絡協継 高裁人事課長及び同課企画官又は同裸牒長補佐
のうちいずれか1人

人事局 16人

9 人事事務打合せ（高裁人事裸長） 2月 2R 人事行政事務全般の連絡協識 高裁人事課長及び同課企画官又は同課課長補佐
のうちいずれか1人

人事局 16人

10 経理関係等事務打合せ（高裁事務局次
長）

9月 2日 経理行政等事務全般の連絡協議 高裁事務局次長 経理局 8人

11 経理関係等事務打合せ（高裁事務局次
長）

1月 2日 経理行政等事務全般の連絡協議 高裁事務局次長 経理局 8人

12 経理事務打合せ（高裁会計課長） 10月 2日 経理行政事務全般の連絡協議 高裁会計課長及び同課企画官,同課課長補佐又は
同課専門官のうちいずれか1人

経理局 16人

13 経理事務打合せ（高裁会計課長） 2月 2日 経理行政事務全般の連絡協議 高裁会計課長及び同課企画官,同課課長補佐又は

同課専門官のうちいずれか1人
経理局 16人
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『
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14 民事執行事件及び倒産事件担当者等事
務打合せ

1 1月～12

月

1R 1 民事執行事件の連用上考庖すべき事項につ
いて

2 自然人破産事件及び個人再生事件の増加に
鮒えた手続運営上の工夫並びに倒産事件におけ
る運用改善の取組について

1

都 ウ

１
１

京
戸
東
神

横浜， さいたま，千葉，大阪，
由

泉

名古屋，広島，福岡，仙台，札幌及
び高松各地裁の執行・倒産担当の裁判官各1人
(執行事件と倒産事件を担当している部が異な
る場合には， 2人とすることもできる。 ）
2 1の各地裁の民事首席書記官又は民事次席
書記官各1人

3 1の各地裁の総括執行官各1人

民事局 約41人

15 鯛停委員協議会及び調停委員表彰式 10月 1R 1 調停制度の在り方に関し考慮すべき事項
2最高裁長官表彫

民事調停委員，家事鯛停委員 民事局
家庭局

58人

16 首席家庭裁判所調査官事務打合せ 5月 1R 碕裁の所在地を管轄する家裁の首席家庭裁判所
調査官が行う調盤事務に関し考慮すべき事項

I司罰魂Uノけ『1土J1u極'百叩昔可O家？再Uﾉ自厩冴ﾐ腱裁判〃T

調査官
家庭局 8人

17 後見関係事件事務打合せ 5月～6月 0． 5日 俊見|凋係事件の連用に関する連絡協議 1 高裁の民事次席書記官1名

2 高裁の総務課長又は総務課課長補佐のいず
れか1名

3 高裁の所在地を管轄する家裁の部総括裁判
官又は上席裁判官のいずれか1名
4高裁の所在地を管I膳する家裁の家事の首席
書記官又は家事の次席番記官のいずれか1名
5 高裁の所在地を管轄する家裁の総務課長1
名

家庭局 40人
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畷

画一

E総人員
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1 総務課長等協識会 12月～翌年2月 1R 総務事務全般に関する諸問題 1 高地家裁総務課長

2高地家裁文書企画官，
務課課長補佐，専門官のう
当と認めるもの

高地家裁総
ち高裁が相

各高裁所在地から開催地
を選定予定（合同開催）

総務局 約118

人

①
］ 首席書記官等協雛会 1月～2月 1日 書記官事務について，首席書記官として考

職すべき事項等
高地家裁の首席書記官及び地家裁の裁
判官（具体的な対象範囲は未定）

各高裁所在地から開催地
を選定予定（一部合同開
催）

総務局 未定

3 人事関係事務協議会 6月～7月 1日 人事事務の処理に関し考慮すべき事項 高裁の事務局次長及び人事課長，地家
裁の事務局長

各高裁所在地から開催地
を複数選定（合同開催）

人事局 116人

4 人事管理協議会 9月～10月 1R 人事管理上の諸問題 高裁の事務局次長及び人事課長，地．
家裁の事務局次長

各高裁所在地から開催地

を複数選定予定（合同開
催）

人事局 約130

人

5 人事担当課長等協議会 10月～12月 1R 人事事務全般に関する諸問題 1 各高等裁判所の人事課長及び人事

課課長補佐等
2 各地方裁判所及び各家庭裁判所の
人事担当課長

各高裁所在地から開催地
を選定予定（合同開催）

人事局 116人

6 経理関係事務協織会 6月～7月 0. 5H 経理事務の処理に関し考慰すべき事項 高裁の事務局次長及び会計課長，地家
栽の事務局長

各高裁所在地から開催地
を複数選定予定（合同開
催）

経理局 110人．

7 会計課長協議会 1月へ2月 1R 予算の適正執行及び効率的執行に関し，考
砥すべき事項

高裁の会計脈長及び地家裁の会計課長 各高裁所在地から開催地
を複数選定予定（合同開
催）

経理局 61人

8 簡易裁判所民事実務研
究会

各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

1日～

2R

簡裁の調停制度及び司法委員制度の連用に

関し実務上考慮すべき事項
簡裁の裁判官及び番記官，民事調停委
員、 司法委員

各地裁 民事局 各地裁で

決定

9 新任民事調停委員研修
今
云

各地裁で決定

(原則として4月
～7月）

2日 民事調停事件の処理に必要な基礎的知織の
習得

新任民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で
決定

10 新任民事調停委員ケー
ス研究会

各地裁で決定（6
月～翌年3月）

1日 氏･学.砂11や匂か1十Uノ込唾1－ジノご拳1ﾂﾘ仰1.ツ回りノ〃鱈

による実践的な知識及び技術の習得
新任民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

11 民事調停委員研究会 各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

1日～

21引

民事調停事件の処理につき必要な応用的知

職及び技術の習得
2年ないし3年程度の実務経験のある
民事鯛停委員

各地裁 民事局 各地裁で
決定

12 民事調停委員ケース研

究会
各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

1 11~

2H

民事調停事件の処理につき事例研究の方法

による実践的な知職及び技術の習得
民事鯛停委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

13 調停運営協議会及び鯛
惇委員表彩式

各高裁で決定

(9月～1 1月）

1日 1 民事・家事調停の述営に関し考慰すべ
き事項
2 高裁長官表彰

各地裁及び家裁管内の調停協会におい

て指導的地位にある調停委員
各高裁 民事局

家庭局
各高裁で
決定
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14 鑑定委員協雛会 開催寸一る地裁で決

定

(6月～12月）

1R 借地非訟事件の処理に関し考慮すべき事項 東京及び大阪各地裁の鑑定委員 開催する地裁で決定 民事局 開催する
地裁で決
定

15 新任司法委員研修会 各地裁で決定

(1月～3月）
〔)． 5日 司法委員としての職務につき必要な基礎的

知織の習得
新任司法委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

16 司法委員研究会 各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

1R~

2日

司法委員としての職務につき必要な実践的
知職及び技能の習得

司法委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

17 管財人等協議会 各地裁で決定

（9月～翌年3
月）

1R 倒産事件の管財業務等の処理に関し考慮す
べき事項

破産事件の破産管財人，民事再生事件

の監督委員及び個人再生委員，会社更
生事件の管財人等

各地裁 民事局 各地裁で

決定

18 簡易裁判所民事事件担
当裁判官等協議会

翌年1月～2月 1R 1 簡易裁判所の本来的役割を踏まえ，簡
裁判事による審理述営の更なる改善を図る
ために庁として取り組むべき事項

2 民事調停の更なる運営改善を図り，そ
の適切な利用を促すための，調停委員の安
定的な育成方法及び戦略的な広報活動の在
り方

1 各地方裁判所本庁併置簡裁の民事
事件を担当する裁判官1人（東京及び
大阪の各簡裁は，訴訟事件担当裁判官
及び民事調停事件担当裁判官1人ず
つ）

2 上記簡裁を管轄する地裁の民事事
件を担当する裁判官1人

3 上記簡裁を管轄する地裁（東京，
大阪， 名古屋，福岡及び札幌を除
く． ）の民事首席番記官又は民事次席
書記官のいずれか1人並びに東京簡裁
民事首席書記官及び大阪，名古屋，福
岡及び札幌の各簡裁首席書記官1人

(合同開催） 4高裁で開
催（開催地は未定）

民事局 152人

19 民事事件担当裁判官等
協繼会

9月～10月 1R 1 民事訴訟手続のIT化を通じ，裁判の
質を向上させるために庁として取り組むく
き課題

2①各庁における合議の充実・活用の取
組状況

②争点中心の審理という理念を具体化
した審理の在り方についての共通認織を確
立させるために庁として取り組むべき課題

1 全地方裁判所の民事事件を担当す
る部総括裁判官1名及び陪席裁判官
(右陪席又は左陪席） （うち1名はP
Tメンバーと， うち1名は合議事件を

担当している裁判官とする。 ）
2 全地方裁判所の首席書記官又は次
席書記官

3 各ブロックの高等裁判所の裁判官
1名，首席書記官

(合同開催） 4高裁で開

催（開催地は未定）
民事局 166人

20 刑事事件担当裁判官協
議会

1月～2月 1日 1 裁判員制度の連用に関し考慮すべき事
項

2 刑事訴訟法の運用について

高・地裁の裁判官 (合同開催） 4高裁で開

催（開催地は未定）
刑事局 68人

21 刑事鑑定研究会 各地裁で決定

(6月～翌年3
月）

0. 5R 刑事事件の鑑定を巡る諸問題 学餓経験者並びに地裁の裁判官及び番
記官

各地裁 刑事局 各地裁で
決定

○
今
句
》 心神喪失者等医療観察

法関係研究協議会
各地裁で決定

(9月～翌年3
月）

0． 5日 医療観察事件の処理上問題となる事項及び

実体的な判断の在り方に関して考慮すべき
事項

精神保健判定医及び精神保健参与員侯
捕者並びに地裁の裁判官及び書記官

各地裁 刑事局 各地裁で

決定
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23 犯罪被害者等の趣かれ
た立場，状況等に関す
る理解を深めるための
研究会

各高裁で決定（6

月～翌年3月）

0． 5日 犯罪被害者等基本法19条の趣旨を踏ま
え， 犯罪被害者等の霞かれた立場，状況等
に関する理解を深めるための意見交換等

意見交換等のテーマに応じた外部有職

者等並びに高裁，同高裁管内の地裁，
家裁の裁判官及び被害者対応をする可
能性のある職員（高裁管内の各地家裁
から最低限裁判官その他の職員各1人
に参加してもらう予定）

各高裁 刑事局

家庭局
各高裁で
決定

24 法廷通訳基礎研修 各地裁で決定
（4月へ翌年3
月）

1日 法廷通訳経験のない又は少ない初級レベル
の通訳人候補者等を対象とした法廷通訳に
必要な知織・技能の習得

通訳人候補者となることを希望し，か
つ，対象言語の通訳人としての適性を
備えていると認め･られる者又は通訳人
候補者並びに地裁の裁判官及び書記官

各地裁 刑事局 各地裁で
決定

25 法廷通訳セミナー 各高裁で決定

（6月～翌年3
月）

2日 中級レベルの通訳人候補者を対象とした法

廷通訳に必要な知識・技能の習得
通訳人侯浦者並びに高裁及び開催地の

地裁の裁判官及び書記官
各高裁所在地にある地裁

(東京，大阪各高裁にお
いては，それぞれの高裁
が定める管内の地裁）

刑事局 各高裁で

決定

26 法廷通訳ブォローアッ
プセミナー

東京，大阪各高裁
で決定

(6月～翌年3
月）

2日 上級レベルの通訳人候補者を対象とした法

廷通訳に必要な知識・技能の習得
通訳人候補者並びに東京，大阪各高裁
及び東京，大阪各地裁の裁判官及び番
記官

東京，大阪各地裁 刑事局 各高裁で
決定

27 保護観察に関する連絡
協雛会

各地裁で決定（7

月～翌年3月）

0． 5日 1 保護観察の実惰について

2 その他
地裁の裁判官（支部を含む）及び保液
観察所の幟員

各地裁 刑事局 各地裁で

決定

28 簡易裁判所刑事事件担
当哉判官協議会

10月へ12月 1H 1 刑事事件の運用に関し考慮すべき事項
2 その他

刑事事件担当の簡易裁判所判事，開催
地所在の地裁判事

(合同開催） 4高裁で開
催（開催地は未定）

刑事局 108人

29 検察審査会事務局長研
究会

6月～10月 0． 5R 検察審査会事務局事務について必要な知識

の取得及び実務上の諸問題の検討
地裁本庁所在地の検察審査会（複数の
検察審査会が設置されている場合に
は・第一検察審査会)の事務局長

(一部合同開催）

3～4高裁で開催（開催
地は未定）

刑事局 50人

30 労働審判員研修会． 各地裁で決定

(-↓月～6月）

1R 労働審判事件の処理に必要な基礎的知識の
習得

新任労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で

決定

31 労働審判員研究会 各地裁で決定
(原則として9月
～12月）

1R 労働審判事件の処理に必要な専門的知識の

習得
労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で

決定

32 知的財産権訴訟研究会 10月～12月 0． 5日 知的財産樋訴訟について考慮すべき実務上
の諸問題

知財高裁の裁判官並びに大阪高裁，東
京及び大阪各地裁の知的財産権関係事
件を担当する裁判官
(注）主催は知財高裁

東京商裁

(知財高裁）
行政局 22人



6

番
号 穂別 開催時期 会期 協議事項

◆

協議員等． 〆
等
開催地

局
一
：

笹
諜

所
一
』

丑

ilWs員
33 知的財産権関係事件担

当専門委員実務研究会
10月～12月 0． 5日 知的財産寵関係事件における専門委員の関

与の在り方
1 知財高裁の裁判官並びに東京及び

大阪各地裁の知的財産権関係事件を担
当する裁判官

2知的財産権関係事件を担当する専
門委員（知的財産権関係事件に関与し
たことがある者及び本研究会への出席
を希望する者に限る）
(注）主催は知財高裁

東京高裁

(知財高裁）
行政局 知財高裁

で決定

34 新任家事鯛停委員研修
今
云

各家裁で決定（原
則として4月～7
月）

1 日～2

H

家事鯛停事件の処理につき必要な基礎知臓
の習得

新任家事鯛停委員又はこれに準ずる家
事調停委員

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

35 家事調停委員研究会 各家裁で決定（6
月～翌年3月）

1日～｡ー

日

家事調停事件の処理につき必要な専門的知
職の習得

家事調停委員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

36 家事調停委員ケース研

究会
各家裁で決定（6
月～翌年3月）

1 R～2

R

家事調停事件の処理につき事例研究の方法

による必要な知識の習得
家事調停委員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

37 家庭裁判所家事実務研
究会

各家裁で決定（6

月～翌年3月）

1R～2

日

家事事件の処理に関し考慮すべき事項 家裁の裁判官及び書記官，家裁鯛査

官，家事調停委員，参与員
各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

38 家蒋関係樅関との連絡
協縦会

各家裁で決定

(4月～翌年3
月）

1日～

2日

家事事件の処理に関して連絡鯛整を要する
事項

家裁の裁判官及び書記官，家裁鯛査
官，福祉関係，医療関係，その他協継
事項に関連する機関・団体の職員の中
から 各家裁の実情等を考噸して選定

各家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

39 少年関係樋関との連絡
協雛会

各家裁で決定

(4月～翌年3
月）

1日～

2R

少年事件の処理に関して連絡調整を要する
事項

家裁の裁判官及び書記官，家裁鯛査
官， 保謹関係，教育関係及び警察関
係，その他協議事項に関連する機関・
団体の職員の中から，各家裁の実情等
を考慮して選定

各家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

40 新鎚参与員研修会 各家裁で決定（1
月～3月）

1H～つ~

R

家事審判事件及び人事訴訟事件の処理につ
き必要な基礎的知識の習得

新任参与員又はこれに準ずる参与員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

41 参与員研究会 各家裁で決定（6

月～翌年3月）

1日～2

R

家事審判事件及び人事訴訟事件の処理につ

き必要な専門的知識の習得
参与員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

42 首席家庭裁判所鯛査官

協継会
1月～2月 1R 1 家庭裁判所調査官の調査事務等に関し

考随すべき事項

2 首席家庭裁判所調査官の執務に関し考
職すべき事項

首席家庭裁判所調査官 (合同開催）※予定

東京（東京，仙台）
大阪（大阪，札幌）
名古屋（名古屋，高松）
福岡（福岡．広島）

家庭局 50人



《
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番
号 菰別 開催時期 会期 協識事項 協雛員等 開催地 ， ； ・ ミ

所管局
＄

課
■ 『‘ jや

, 1 h総人員
空

. ｡､｡ f ､

43 家事事件担当裁判官等
協議会

各高裁で決定

(1月～2月）
1R 家學畢件の連用上の諸問題 筒裁管内の家裁において家事事件を担

当する裁判官，書記官及び家裁鯛査官
各高裁

(一部合同開催）
東京

大阪

名古屋

広島（広島，高松）
福岡
仙台（仙台．札幌）

家庭局 各高裁で
決定



需替露議料芋ユ(／／

(平成30． 11 ． 13人事局）

裁判官の報酬以外の給与に関する規貝ﾘの一部を改正する規則

について

＜資料目録＞

1 裁判官の報酬以外の給与に関する規則の一部を改正する規則案

2 同制定理由

3 同新旧対照表

（



裁
判
官
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
・
こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

理
由

（
~



裁
判
官
の
報
酬
以
外
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号
）

（
期
末
手
当
）
（
期
末
手
当
）

第
十
二
条
（
略
）
第
十
二
条
（
同
上
）

２
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
、
最
高
裁
判
２
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
、
最
高
裁
判

所
長
官
、
最
高
裁
判
所
判
事
及
び
高
等
裁
判
所
長
官
に
あ
所
長
官
、
最
高
裁
判
所
判
事
及
び
高
等
裁
判
所
長
宮
こ
あ

十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
七
条
の
二
た
だ
し
書

っ
て
は 裁

判
官
の
報
酬
以
外
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

別
墹
広
澗
員
の
絵 新

暇
盟
櫛
広
雷
櫛
員
の
給

IIJあ
の
百
七
十
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
判
事
及
び
報
酬

I

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

- 1 -



I ’
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
あ
っ
て
は
一
般
職
給
与
法
第

額
に
、
報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号
か
ら
四
号
ま
で
の

■

報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
及
び
報
酬
法
別
表
簡

ら
れ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
判
事
及
び
報
酬
法
第

十
五
条
に
定
め
る
報
酬
月
額
又
は
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判

所
判
事
の
項
一
号
か
ら
四
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を

頃
｛
唇
］
ロ
弓
副

γ
７

を
乗
じ
て
得
た

支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
七
十
七

ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
及
び
報
酬
法

裁
判
所
判
事
の
項
一
号
か
ら
四
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報

を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
五
号
か ｌ

月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
あ
っ
て
は
六

別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
五
号
か
ら
九
号
ま
で
の
報
酬

酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
あ
っ
て
は
六
月
に
支
給

法
第
十
五
条
に
定
め
る
報
酬
月
額
又
は
報
酬
法
別
表
簡
易

ら
十
二
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
判
事
補
及

て
得
た
額
に
、
報
酬
法
別
表
判
事
補
の
項
一
号
か
ら
四
号

ヒ
ハ
刀
グ

』
一
Ｅ
牟
勾
匪
酉

園
ハ
刀
広
百

五

を
乗
じ

一 ツ一
一



に
つ
き
定
め
ら
れ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
報
酬
法

別
表
判
事
補
の
項
五
号
か
ら
十
二
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の

報
酬
を
受
け
る
判
事
補
及
び
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判

事
の
項
十
号
か
ら
十
七
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受

口

け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
あ
っ
て
は
一
般
職
給
与
法
第
十

め
ら
れ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日

以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間

の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め

易
裁
判
所
判
事
の
項
五
号
か
ら
九
号
ま
で
の
報
酬
月
額
の

報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に
あ
っ
て
は
一
般
職
給

墹
邑
員
及
ひ
特
定
管
珪
卿
員
以
外
の
職
昌

定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職

期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に

分
の
百
三
十
七
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
基

あ
っ
て
は

ま
で
の
報
酬
月
額
の
報
酬
を
受
け
る
簡
易
裁
判
所
判
事
に

び
報
酬
法
別
表
簡
易
裁
判
所
判
事
の
項
十
号
か
ら
十
七
号

二
十
二
・
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百

司
寸
声
」
七
ｘ
心
，
厄

－3－
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割
合

一

1

四

へ

略

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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へ

略
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一
～
四
（
同
上
）

３
（
同
上
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需寵毫譜料柔3

(平成30． 11． 13人事局）

裁判所職員の服務の宣誓に関する規程の一部を改正する

規程について

＜資料目録＞

1 裁判所職員の服務の宣誓に関する規程の一部を改正する規程案

2 同制定理由

3 同新旧対照表

4裁判所職員の服務の宣誓に関する規程第2条第1項の規定による最高裁判所

がその面前において宣誓を行わせる者を指定する権限について（議決案）

（

I



最
高
裁
判
所
規
程
第
号

第
一
条
新
た
に
裁
判
所
職
員
（
裁
判
官
、
裁
判
官
の
秘
書
官
、
非
常
勤
職
員
（
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六
年

正
す
る
。

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

者
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
服
務
の
宣
誓
（
以
下
「
宣
誓
」
と
い
う
。
）
を
し
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
そ

法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
一
条
の
五
第

第
一
条
の
二
を
削
る
。

に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
職
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
震
、
火
災
、
水
害
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
緊
急
の
事
態
に
際
し
必
要
な
場
合

一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
及
び
臨
時
的
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
っ
た

裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（

（
平
成
三
○
・
一
一
・
一
三
人
総
印
）

1■■■■■■■

一



。
以
下
同
じ
。
）
の
長
の
面
前
又
は
そ
の
裁
判
所
が
指
定
す
る
」
に
改
め
、
「
押
印
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
権
限
は
、
そ
の
裁
判
所
の
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
裁
判
所
（
簡
易
裁
判
所
又
は
検
察
審
査
会
に
勤
務
す
る
裁
判
所
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所

「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
を
削
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
こ
の
規
程
又
は
こ
の
規
程
の
委
任
に
基
く
下
級
裁
判
所
規
程
の
定
め
る
」
を
「
裁
判
所
職
員
が
所
属
す

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

〆

（

一
一



裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

、

理
由

グ

（

こ
れ
が
、ｆ

ｊ
ｌ
ｌ

こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。



裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
十
一
号
）

弟
一
条

I III
下
同
じ
。
）
と
な
っ
た
者
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ

裁
判
所
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

匪
五
錘
宋
一
應 郵

鞘
可
墹
自
晨
（
裁
判
官
‐
裁
判
官
の
秘
雲

新

（

第
一
条
新
た
に
裁
判
官
及
び
裁
判
官
の
秘
書
官
以
外
の
裁

場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

水
害
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
緊
急
の
宙
亨
態
Ｈ
哨
隙
川
引
必
罰
詞
劇

判
所
職
員
（
以
下
裁
判
所
職
員
と
い
う
。
）
と
な
っ
た
者

は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
服
務
の
宣
誓

の
職
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
○
心
胆
し
引
酬
当
閏
１
州
劇
矧

４
ｔ

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

－ 1 －



第
二
条
宣
誓
は
、

の
限
り
で
な
い
。

（
削
る
）

者
の
面
前
に
お
い
て
、
別
紙
様
式
の
宣
誓
書
に
署
名
し
て

す
る
緊
急
の
事
能
督
に
際
ｕ
例
詞
詞
劉
淵
剖
剴
Ｈ
河
川
刊
釧
矧
１
コ

易
裁
判
訳
又
ご
陵
志
宇
雷
杳

２
匡
産
グ

（

郵
山
ヤ
鄙
ワ
（
錦

第
二
条
宣
誓
は
、

第
一
条
の
二

Ｉ

紙
様
式
の
宣
誓
書
に
署
名
押
印
し
て
行
う
。

与
を
支
払
っ
て
は
な
ら
な
い
。

く
下
級
裁
判
所
規
程
の
定
め
る
者
の
面
前
に
お
い
て
、

の
規
程
に
定
め
る
宣
誓
が
行
わ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
給

新
た
に
裁
判
所
職
員
と
な
っ
た
者
に
は
、
こ

（

こ
の
規
程
又
は
こ
の
規
程
の
委
任
に
基別

－2－



１
１

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
面
前
に
お
い
て
宣
誓
を
行

21（
削
る
）

わ
せ
る
者
は
、
宣
誓
前
、
裁
判
所
職
員
に
宣
誓
書
を
朗
読

さ
せ
、
そ
の
他
適
当
と
認
め
る
方
法
で
宣
誓
の
趣
旨
を
理

解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

行
う
。

望
亨
」
一
不
《

季
る
鮨
に
｛
正
の
膳
暉
児

（

α
謝
哨
可
グ

’
第
四
条 ’

第
三
条

１
１

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
面
前
に
お
い
て
宣
誓
を
行
わ

（
新
設
）

官
の
面
前
に
お
い
て
行
う
。

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

せ
、
そ
の
他
適
当
と
認
め
る
方
法
で
宣
誓
の
趣
旨
を
理
解

せ
る
者
は
、
宣
誓
前
、
裁
判
所
職
員
に
宣
誓
書
を
朗
読
さ

伝
裁
執
所
の
裁
執
所
誘
査
官
の
官
一
誓
は
、
日
取
高
裁
判
訴
晨

げ
墹
巨
房
総
△
ロ
研
修
所
長
最
一
局
裁
判
所
図
書
館
長
及
び
最

】
雨
声
戸
裁
判
所
又
は
白
頭
一
局
裁
料
訴
宝

最
高
裁
判
所
事
務
総
長
、
司
法
研
修
所
長
、
裁
判

／
Ｉ
、

郵
判
可
暗
巨
戻
以
外
の
裁
判
所
間
邑

邑
咋
１
円
ｖ
《
ｑ
『
劃

－3－



（

I
裁
判
所

面
前
に
お
い
て
、
簡
易
裁
判
所
又
州
国
燗
鋼
調
『
劃
到
創
矧
到
謝

、

地
方
裁
判
所
又
は
家
庭
割
裁
判
所
削
料
勤
謝
馴
訓
創
釧

（

ヅ
長

ヴ
グ
ー
匡
涙
７

ヅ
℃

－4 －



へ

削

る
ー

／
１
１
、

’
第
五
条

i
、

司
法
研
修
所

い
て
行
う
。

司
法
研
修
所 、

（
、

裁
判
所
職

裁
判
所
職 員

員 総
合

肌
図
書
館
長
の
面
論

総
合

Ｊ
〆
℃

研
修
所
又
は
最
高
裁
判

研
修
所
又
は
最
高

裁

ー

ー． ｡一



（
削
る
）

（

21

’
第
六
条堂’

裁
判
所
又
は
委
任
を
受
け
て
任
命
を
行
っ
た
者
が
保
管
す

察
審
査
会
に
勤
務
す
る
裁
判
所
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

誓
書
を
最
高
裁
判
所
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
監
督
し
、
又
は
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所

四
条
の
宣
誓
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
そ
の
宣

の
定
め
る
者
の
面
前
に
お
い
て
行
う
。

高
等
裁
判
所
、
地
方
裁
判
所
及
び
家
庭
裁
判
所
は
、
第

署
名
押
印
の
終
っ
た
宣
誓
書
は
、
任
命
を
行
っ
た

（

－6－



裁判所職員の服務の宣誓に関する規程第2条第1項の規定に

よる最高裁判所がその面前において宣誓を行わせる者を指定

する権限について

裁判所職員の服務の宣誓に関する規程第2条第1項の規定による最高裁判所がそ

の面前において宣誓を行わせる者を指定する権限を，最高裁判所長官に委任する。

く



事務総局会議資料泌
（〃月G日開催）

(平成30年1 1月13日経監印）
』

平成30年度会計課長協議会の開催について

1 開催日程等

次のとおり共催とする。

（

2 協議事項

会計事務の処理に関し考慮すべき事項

協議員3

(1) 各高等裁判所の事務局会計課長（東京，大阪各高等裁判所は会計課長又は管理

課長）

(21 各地方裁判所及びこれと同一所在地にある家庭裁判所の事務局会計課長(東京

地方裁判所は経理課長，出納第一課長，出納第二課長，出納第三課長又は用度課

長，大阪地方裁判所は経理課長，出納第一課長又は出納第二課長，横浜， さいた

ま，千葉，京都，神戸，名古屋，福岡及び札幌各地方裁判所並びに東京家庭裁判

所は経理課長又は出納課長）のいずれか1人（東京は3人，大阪は2．人）

合計61人

（

主催(共催)庁 期 日 開催場所

東京，札幌高等裁判所 平成31年1月25日（金） 東京高等裁判所

大阪，名古屋，仙台高等裁判所 平成31年2月5日 （火）

及び同月6日 （水）

名古屋高等裁判所

広島，福岡 , 高松高等裁判所 平成31年1月31日（木）

及び2月1日 （金）

福岡高等裁判所


